
経
済
施
策
を
一
体
的
に
講
ず
る
こ
と
に
よ
る
安
全
保
障
の
確
保
の
推
進
に
関
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議 

 

政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
諸
点
に
つ
い
て
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
べ
き
で
あ
る
。 

 

一 

本
法
施
行
に
当
た
っ
て
は
、
安
全
保
障
の
確
保
に
関
す
る
経
済
施
策
と
自
由
か
つ
公
正
な
経
済
活
動
の
促
進
の
両
立
が
重

要
で
あ
る
こ
と
に
十
分
留
意
す
る
こ
と
。 

 

二 

基
本
方
針
は
、
本
法
に
よ
る
施
策
が
我
が
国
の
産
業
競
争
力
に
与
え
る
影
響
に
留
意
し
、
安
全
保
障
の
確
保
の
た
め
に
な

さ
れ
る
規
制
等
が
経
済
活
動
の
自
由
を
不
当
に
阻
害
す
る
こ
と
が
な
い
よ
う
、
ま
た
、
事
業
者
等
の
自
主
性
が
十
分
尊
重
さ

れ
、
か
つ
、
事
業
者
間
の
適
正
な
競
争
関
係
を
不
当
に
阻
害
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
策
定
す
る
こ
と
。 

 

三 

四
分
野
に
お
け
る
そ
れ
ぞ
れ
の
基
本
指
針
の
策
定
に
当
た
っ
て
は
、
経
済
活
動
の
自
由
を
不
当
に
阻
害
す
る
こ
と
の
な
い

よ
う
、
か
つ
、
事
業
者
等
に
過
度
な
負
担
を
強
い
る
こ
と
の
な
い
よ
う
十
分
に
留
意
す
る
こ
と
。
ま
た
、
特
定
妨
害
行
為
の

防
止
に
よ
る
特
定
社
会
基
盤
役
務
の
安
定
的
な
提
供
の
確
保
に
関
し
必
要
な
特
定
社
会
基
盤
事
業
者
そ
の
他
の
関
係
者
（
本

法
第
四
十
九
条
第
二
項
第
五
号
）
に
代
表
さ
れ
る
事
業
者
等
関
係
者
と
の
連
携
に
つ
い
て
は
、
相
談
、
助
言
そ
の
他
の
援
助

を
行
う
ほ
か
、
恒
常
的
に
十
分
意
思
疎
通
を
図
り
信
頼
関
係
を
醸
成
す
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。 

 

四 

特
定
重
要
物
資
を
指
定
す
る
政
令
及
び
安
定
供
給
確
保
支
援
法
人
の
指
定
に
関
す
る
主
務
省
令
並
び
に
特
定
社
会
基
盤
事

業
者
の
指
定
基
準
を
定
め
る
主
務
省
令
は
、
関
係
事
業
者
、
関
係
事
業
者
の
団
体
そ
の
他
の
関
係
者
の
意
見
に
十
分
配
慮
し

制
定
す
る
こ
と
。
ま
た
、
特
定
重
要
物
資
を
指
定
す
る
政
令
の
制
定
に
際
し
て
は
、
必
要
な
知
見
を
有
す
る
者
の
意
見
も
参

照
す
る
こ
と
。 

令

和

四

年

五

月

十

日 

参

議

院

内

閣

委

員

会 



 
五 
物
資
の
生
産
、
輸
入
又
は
販
売
の
事
業
を
行
う
個
人
又
は
法
人
そ
の
他
の
団
体
に
対
す
る
報
告
徴
収
（
本
法
第
四
十
八
条

第
一
項
）
及
び
特
定
重
要
設
備
の
導
入
等
後
の
勧
告
（
本
法
第
五
十
五
条
第
一
項
）
は
、
自
由
か
つ
公
正
な
経
済
活
動
に
与

え
る
影
響
を
十
分
考
慮
し
、
事
業
者
等
の
過
度
な
負
担
に
な
ら
な
い
よ
う
、
必
要
最
小
限
度
に
と
ど
め
る
べ
き
と
い
う
国
会

で
の
議
論
が
あ
っ
た
こ
と
を
踏
ま
え
、
安
全
保
障
を
確
保
す
る
た
め
合
理
的
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
限
度
に
つ
い
て
一
層
配

慮
し
た
報
告
徴
収
、
勧
告
と
す
る
こ
と
。 

 

六 

特
定
重
要
物
資
又
は
そ
の
生
産
に
必
要
な
原
材
料
等
に
つ
い
て
、
備
蓄
そ
の
他
の
安
定
供
給
確
保
の
た
め
に
は
、
重
要
物

資
の
輸
送
手
段
も
重
要
と
な
る
こ
と
か
ら
、
輸
送
手
段
の
確
保
等
の
必
要
な
措
置
に
つ
い
て
十
分
配
慮
す
る
こ
と
。 

 

七 

特
定
社
会
基
盤
役
務
の
安
定
的
な
提
供
の
確
保
に
関
す
る
制
度
に
お
い
て
、
中
小
規
模
の
事
業
者
に
つ
い
て
は
、
役
務
の

安
定
的
な
提
供
に
支
障
が
生
じ
た
場
合
に
与
え
る
国
民
生
活
又
は
経
済
活
動
へ
の
影
響
が
限
定
的
で
あ
る
ほ
か
、
規
制
へ
の

対
応
が
相
対
的
に
大
き
な
負
担
と
な
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
規
制
の
対
象
と
す
る
べ
き
か
ど
う
か
の
検
討
は
慎
重
に

行
う
こ
と
。 

 

八 

特
定
重
要
設
備
の
導
入
等
に
係
る
審
査
に
つ
い
て
は
、
事
業
活
動
に
与
え
る
影
響
を
踏
ま
え
、
可
能
な
限
り
短
期
間
で
実

施
す
る
こ
と
。
そ
の
た
め
、
必
要
な
審
査
を
効
率
的
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
関
係
省
庁
の
連
携
も
含
め
、
審
査
体
制

の
充
実
に
取
り
組
む
こ
と
。 

 

九 

特
定
重
要
技
術
の
開
発
支
援
に
つ
い
て
は
、
我
が
国
の
技
術
的
優
位
性
ひ
い
て
は
不
可
欠
性
を
確
保
す
る
こ
と
に
つ
な
が

る
か
否
か
を
十
分
に
検
証
し
た
上
で
、
対
象
と
な
る
技
術
を
し
っ
か
り
と
見
定
め
て
い
く
と
と
も
に
、
真
に
必
要
な
も
の
に

対
し
集
中
的
に
行
う
こ
と
。 

 

十 

特
定
重
要
技
術
の
開
発
支
援
に
当
た
っ
て
は
、
宇
宙
科
学
技
術
、
海
洋
科
学
技
術
、
量
子
科
学
技
術
、
人
工
知
能
関
連
技



術
及
び
バ
イ
オ
技
術
の
重
要
性
に
留
意
し
、
研
究
開
発
の
促
進
及
び
そ
の
成
果
の
適
切
な
活
用
が
図
ら
れ
る
よ
う
検
討
す
る

こ
と
。 

 

十
一 
特
定
重
要
技
術
の
開
発
を
支
援
す
る
た
め
、
十
分
な
財
政
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。 

 

十
二 

保
全
対
象
発
明
の
選
定
に
当
た
っ
て
は
、
産
業
へ
の
影
響
を
考
慮
し
て
対
象
を
で
き
る
限
り
限
定
的
な
も
の
と
す
る
こ

と
。
そ
の
際
、
デ
ュ
ア
ル
ユ
ー
ス
技
術
に
つ
い
て
は
、
国
費
に
よ
る
委
託
事
業
の
成
果
で
あ
る
技
術
や
、
防
衛
等
の
用
途
で

開
発
さ
れ
た
技
術
、
あ
る
い
は
出
願
人
自
身
が
了
解
し
て
い
る
場
合
な
ど
を
念
頭
に
、
支
障
が
な
い
ケ
ー
ス
に
限
定
す
る
こ

と
。 

 

十
三 

特
許
出
願
の
非
公
開
に
関
す
る
制
度
の
運
用
は
、
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
意
欲
を
削
ぐ
こ
と
の
な
い
よ
う
関
係
者
の
意
見

を
聴
い
て
、
慎
重
に
行
う
こ
と
。 

 

十
四 

特
許
出
願
の
非
公
開
に
関
す
る
制
度
の
運
用
に
当
た
っ
て
は
、
特
許
出
願
人
が
手
続
を
円
滑
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ

う
配
慮
す
る
こ
と
。 

 

十
五 

保
全
審
査
を
行
う
機
関
に
つ
い
て
、
関
係
省
庁
及
び
外
部
の
専
門
家
の
知
見
が
十
分
に
活
用
で
き
る
よ
う
な
仕
組
み
を

構
築
す
る
と
と
も
に
、
保
全
審
査
に
携
わ
る
職
員
の
専
門
性
の
向
上
に
配
意
す
る
こ
と
。 

 

十
六 

本
法
第
八
十
条
の
規
定
に
基
づ
く
損
失
の
補
償
に
当
た
っ
て
は
、
特
許
出
願
人
が
過
度
な
不
利
益
を
被
る
こ
と
の
な
い

よ
う
十
分
配
慮
す
る
こ
と
。 

 

十
七 

本
法
全
体
及
び
個
別
具
体
の
施
策
の
施
行
状
況
に
つ
い
て
、
国
会
、
国
民
に
公
表
し
、
十
分
な
説
明
を
行
う
と
と
も
に
、

事
業
者
、
研
究
者
等
を
含
め
、
そ
の
理
解
を
得
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。 



 
十
八 

安
全
保
障
の
確
保
に
関
す
る
経
済
施
策
に
関
す
る
情
報
の
収
集
、
整
理
及
び
分
析
を
推
進
す
る
観
点
か
ら
必
要
が
あ
る

と
認
め
る
と
き
に
は
、
そ
の
体
制
の
整
備
に
つ
い
て
、
速
や
か
に
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
を
講

ず
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 

十
九 

本
法
第
四
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
徴
収
の
状
況
を
勘
案
し
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
同
項
の
規

定
に
よ
る
報
告
徴
収
の
実
効
性
を
確
保
す
る
た
め
の
方
策
に
つ
い
て
、
本
法
の
施
行
後
適
当
な
時
期
に
お
い
て
検
討
を
加
え
、

そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 

二
十 

地
方
公
共
団
体
が
地
域
に
お
い
て
住
民
の
生
活
及
び
経
済
活
動
の
基
盤
で
あ
る
水
道
、
鉄
道
等
を
保
有
し
て
い
る
ほ
か
、

地
域
に
お
い
て
先
端
技
術
を
有
す
る
中
小
企
業
が
存
在
す
る
こ
と
に
鑑
み
、
地
方
公
共
団
体
に
対
し
、
経
済
安
全
保
障
の
観

点
か
ら
必
要
な
助
言
そ
の
他
の
援
助
を
行
う
こ
と
。 

 

二
十
一 

国
際
共
同
研
究
の
円
滑
な
推
進
も
念
頭
に
、
我
が
国
の
技
術
的
優
位
性
を
確
保
、
維
持
す
る
た
め
、
情
報
を
取
り
扱

う
者
の
適
性
に
つ
い
て
、
民
間
人
も
含
め
認
証
を
行
う
制
度
の
構
築
を
検
討
し
た
上
で
、
法
制
上
の
措
置
を
含
め
て
必
要
な

措
置
を
講
ず
る
こ
と
。 

 

二
十
二 

経
済
活
動
に
お
け
る
人
権
の
尊
重
が
国
際
的
に
も
重
要
な
課
題
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
、
人
権
に
配
慮
し
た
経

済
活
動
が
行
わ
れ
る
よ
う
必
要
な
検
討
を
行
う
こ
と
。 

 

二
十
三 

四
分
野
に
限
ら
な
い
経
済
安
全
保
障
に
関
す
る
諸
施
策
の
実
効
性
を
伴
う
総
合
的
な
推
進
を
図
る
た
め
の
方
策
に
つ

い
て
、
本
法
の
施
行
後
適
当
な
時
期
に
お
い
て
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る

こ
と
。 

 



 
 

右
決
議
す
る
。 


